
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

発行責任者 2025／12／15  

№４6 野中 広俊 

第 4 回口頭弁論 報告集会 
リモートも活用し報告集会がおこなわれました。 

前回の第３回公判では組合員Ａさんの証言をもと

に再現映像を作成し、それを判断材料にしました。

被告人が再現映像に対して追って書面にて反論す

る、といった内容が第４回公判の内容となります。 

今回は会社側も反論するため再現映像を作成し

ました。この内容は当時立ち会っていた第三者であ

る副長の証言によるもので、被告人の証言とは異な

る部分があります。 

また被告人は原告である組合員Ａさんを逆に訴

える「反訴」に乗り出してきました。 

パワハラ被害者の組合員Ａさんを訴え返すとい

うことは断じて許されません。 

 

 

統一ビラ配布行動 

次回第５回公判は３月９日です 

各地からの闘いの報告 
武蔵小金井駅暴行事件だけでなく、私たちが

働く職場では多くの問題が発生しています。

以下の事象に対し職場で奮闘する仲間から 

連帯の声が挙げられました。 

・ＪＲバス職場でのパワハラ行為 

（千葉地本発行の「ＪＲ東労組千葉地本」 

No22【12 月 5 日発行】をご参照ください） 

・大宮地本の職場での不当労働行為 

 


